
結婚活動支援補助金 処理フロー（R8.4.1） 

 

 

             「はぴ福なび」または「民間結婚相談所」に利用登録をして 

             ください。（登録方法は運用元にお問い合わせください） 

 

 

             「はぴ福なび」または「民間結婚相談所」の登録・利用に必要な 

             金銭の支払いをしてください。 

             ※必ず「領収書」を保管してください。 

 

 

             「結婚活動支援補助金交付申請書兼請求書」に必要事項を記入

し            し西会津町子育て支援センター又は福祉介護課まで提出してく 

ださい。（メールまたは郵送にて） 

             ※この際、「領収書」を添付してください。 

             ※当該年度の４月１日～３月３１日までに利用登録し支払いし 

              た領収書のみ有効となります。 

 

             「はぴ福なび」または「民間結婚相談所」の登録・利用に要した 

             費用の全部または一部を、お支払いいたします。 

 

【Ｑ＆Ａ】 

Ｑ１：令和８年 4月 1日以前に「はぴ福なび」や「民間結婚相談所」に利用登録している場 

   合、一旦会員登録を解除し再度新規登録すれば対象となるか？ 

Ａ１：対象となります。 

Ｑ２：「はぴ福なび」と「民間結婚相談所」の両方の補助金を申請できるか？ 

Ａ２：補助金の併用は可能ですが、申請は当該年度中１回までとなりますので、同じタイミ 

ングで申請をしていただきます。 

Ｑ３：はぴ福なびの２年間の登録期間を満了したが、再度補助金を申請することは可能か？ 

Ａ３：同一年度内でなければ、再度補助金の申請は可能です。 

Ｑ４：町が実施する実態調査とは何か？ 

Ａ４：補助金の支給を受けた方が異性とどの程度マッチングしたか、その後の交際や成婚へ 

の発展があったか等を調査します。個人が特定されない形で公開する場合があります。 

Ｑ５：民間結婚相談所の主催する婚活パーティー等への参加費は補助対象となるか？ 

Ａ５：飲食費や参加費等は補助対象外となります。 

Ｑ６：補助金支給後にサービスを途中解約又は変更し、返金があった場合には補助金を返還 

しなければならないか？ 

Ａ６：補助金支給後に返金があった場合は速やかに町役場へその旨お申し出ください。 
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